
 

 

 

 

 

 

虚偽の申請により「信州割 SPECIAL」支援金等を不適切に受給していた事案を公表します。 

今後も不適切受給事案が判明した場合は、厳正に対処します。 

 

 

 

 

 

 

 

 長野県（観光スポーツ部）プレスリリース 令和６年(2024 年)６月 24 日 

 

１ 事業者名 

株式会社 国際ホリデイ（旅行代理店） 

（所在地）長野県上田市 

２ 事案の内容 

（１）対象期間   令和３年７月から令和４年 10 月 

（２）事案概要   ・送客実績の水増しによる支援金の不適切受給 

・適正な配布枚数を超えた観光クーポンの使用 

  （３）県からの返還請求額  99,097,500 円 

３ 経緯 

 令和５年１月、観光クーポン利用施設から同じ者が何度も観光クーポンを利用している

との情報が寄せられたことから調査を実施し、上記の事案が判明した。 

 ４ 県の対応 

   令和５年３月～11 月の調査段階で上記事業者と連絡が取れなくなり、これ以上の調査が

困難であるため、同年 12 月に警察に告発を行った。 

県は上記事業者に対して返還請求を行っている。 

 

（問合せ先） 

観光スポーツ部観光誘客課 

担 当：小山、矢沢、飯島 

電 話：026-235-7253 FAX：026-235-7257 

E-mail：kankoshin@pref.nagano.lg.jp 

「信州割 SPECIAL」支援金等の 

不適切受給事案について公表します 

（参考）「信州割 SPECIAL」の概要 

令和 3 年６月～令和５年６月にかけて、長野県内の宿泊または日帰り旅行の割引補助とともに、 

旅行中に利用可能な観光クーポンを配布した誘客促進事業。 


